
NO.100（9） 日 高 市 議 会 だ よ り

公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て

�

田
中
　
ま
ど
か

学
校
給
食
に
つ
い
て

�

佐
藤
　
　
真

一
般
質
問
の
要
旨

広
島
市
平
和
記
念
式
典
児
童

派
遣
の
様
子

地
元
の
食
材
を
使
っ
た

安
心
安
全
な
給
食
を

問　

日
高
市
文
書
取
扱
規
程

で
は
、
文
書
は
「
市
の
諸
活

動
を
市
民
に
説
明
す
る
責
務

を
果
た
せ
る
よ
う
管
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る

が
、
こ
の
認
識
を
全
職
員
が

共
有
し
て
い
る
か
。

答　

採
用
１
年
目
の
職
員
に

対
し
、
公
文
書
は
住
民
の
知

る
権
利
の
保
障
や
自
治
体
の

説
明
責
任
の
一
翼
を
担
う
こ

と
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い

る
。
各
課
に
お
い
て
は
文
書

取
扱
責
任
者
が
職
員
へ
の
啓

発
を
行
っ
て
い
る
。

問　

文
書
を
廃
棄
す
る
際
、

文
書
の
継
続
性
、
資
料
と
し

て
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
い

る
か
。

答　

十
分
考
慮
し
て
い
る
。

問　

市
民
が
情
報
公
開
請
求

す
る
際
に
、
ど
ん
な
文
書
が

あ
る
か
検
索
で
き
る
よ
う
、

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿

を
つ
く
り
、
ネ
ッ
ト
で
公
開

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る

が
、
市
で
は
ど
う
か
。

答　

当
市
で
は
公
文
書
を
事

務
事
業
ご
と
に
簿
冊
と
し
て

管
理
し
て
い
る
た
め
、
文
書

保
存
・
引
継
台
帳
を
作
成
し

て
い
る
。
台
帳
の
閲
覧
に
よ

る
公
開
は
可
能
で
あ
る
。

　

�

平
成
30
年
度
予
算
編
成
方

針
に
つ
い
て

問　

28
年
度
決
算
で
経
常
収

支
比
率
が
94
・
６
％
と
か
つ

て
な
い
高
い
数
値
と
な
り
、

財
政
の
硬
直
化
が
深
刻
で
あ

る
。
要
因
と
対
策
は
。

答　

公
債
費
、
物
件
費
、
補

助
費
、
操
出
金
が
増
加
し
、

地
方
交
付
税
な
ど
国
を
通
じ

た
収
入
が
大
幅
に
減
少
し

た
。
自
主
財
源
の
確
保
に
努

め
る
と
と
も
に
、
選
択
と
集

中
の
徹
底
に
よ
る
事
業
の
取

捨
選
択
を
行
う
必
要
が
あ

る
。

問　

予
算
編
成
に
つ
い
て
、

市
長
の
見
解
は
。

答　

将
来
を
見
据
え
、
今
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

を
見
極
め
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
予
算
編
成
を
し
て
い

く
。

　

�

広
島
市
平
和
記
念
式
典
児

童
派
遣
事
業
に
つ
い
て

問　

事
業
立
ち
上
げ
の
経
緯

は
。

答　

過
去
の
戦
争
の
体
験
を

風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
平

和
な
社
会
の
尊
さ
を
次
の
世

代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
派
遣

す
る
こ
と
に
し
た
。

問　

市
民
に
向
け
た
報
告
会

を
行
う
考
え
は
な
い
か
。

答　

現
時
点
で
は
考
え
て
い

な
い
。広
報
ひ
だ
か
９
月
号
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
周

知
と
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。

問　

給
食
セ
ン
タ
ー
建
て
替

え
に
あ
た
っ
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
導

入
の
可
能
性
は
。

答　

施
設
整
備
費
用
の
支
払

い
を
、
契
約
期
間
全
体
で
平

準
化
で
き
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式

は
、
市
の
実
態
に
即
し
た
有

効
な
手
法
と
認
識
す
る
。

問　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
に
し
た
場

合
、
定
年
退
職
前
の
職
員
の

雇
用
は
。

答　

技
能
労
務
職
か
ら
事
務

職
へ
の
任
用
替
え
等
を
、
本

人
の
意
向
を
確
認
し
て
考
え

る
。

問　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
の
場
合
、

学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
の

中
で
求
め
ら
れ
て
い
る
、
調

理
員
を
対
象
と
し
た
研
修
や

健
康
管
理
の
維
持
は
担
保
さ

れ
る
の
か
。

答　

入
札
公
告
時
に
民
間
事

業
者
に
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
示

す
要
求
水
準
書
に
、
研
修
機

会
の
確
保
や
健
康
管
理
等
の

学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
の

遵
守
に
つ
い
て
規
定
を
す
る

こ
と
で
、
基
準
の
維
持
を
担

保
す
る
。

問　

献
立
の
作
成
、
食
材
の

調
達
は
市
で
行
う
と
の
こ
と

だ
が
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
に
し
た

場
合
に
、
主
菜
な
ど
に
冷
凍

を
含
め
た
加
工
食
品
、
食
材

が
増
え
る
こ
と
は
な
い
か
。

答　

食
の
安
全
確
保
、
食
の

提
供
に
対
す
る
責
任
及
び
栄

養
管
理
等
か
ら
、
学
校
給
食

に
お
け
る
食
材
の
調
達
は
大

変
に
重
要
で
あ
り
、
献
立
と

密
接
な
関
係
が
あ
る
。
献
立

の
作
成
、
食
材
の
調
達
に
つ

い
て
は
市
が
責
任
を
持
っ
て

行
っ
て
い
く
。

問　

食
材
の
安
全
性
確
保
や

地
産
地
消
の
た
め
の
方
策

は
。

答　

主
食
の
米
飯
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
地
場
産
米
を

使
用
し
て
い
く
。
そ
の
他
の

食
材
に
つ
い
て
も
、
地
場
産

野
菜
や
市
内
事
業
者
の
食

材
、
埼
玉
県
産
の
食
材
を
積

極
的
に
使
用
し
、
安
全
性
の

確
保
や
地
産
地
消
の
拡
大
に

務
め
る
。

問　

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
学
校
給
食
の
役
割
は
重
要

性
を
増
し
て
い
る
が
、
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
献
立
に

す
る
た
め
の
方
策
は
。

答　

文
部
科
学
省
の
基
準
に

沿
っ
て
、
成
長
す
る
た
め
に

必
要
な
栄
養
素
を
摂
取
で
き

る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
給

食
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に
あ

た
っ
て
は
、
副
食
を
一
品
多

く
提
供
で
き
る
等
、
よ
り
栄

養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
献
立

を
提
供
で
き
る
設
備
と
し
て

整
備
す
る
。


